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午前９時５９分開会 

○小菅部会長 皆様、おはようございます。大変お待たせいたしまして申し訳ございませ

ん。 

 ただいまから、令和５年度相談部会及び貸金業部会の合同会議を始めさせていただきま

す。 

 私、相談部会長を務めております、東京都消費生活総合センター所長の小菅でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。本日の司会は、相談部会のほうで務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 議事に入ります前に、相談部会長として一言御挨拶を申し上げます。 

 皆様方には、日頃より、多重債務問題対策の推進に御理解、御協力をいただき、誠にあ

りがとうございます。また、本日はお忙しい中、この会議に御出席いただきまして、厚く

御礼申し上げます。 

 さて、相談部会では、平成２０年度以降、東京都と２３区２６市１町が東京三弁護士会、

東京司法書士会、日本司法支援センターなどの法律専門相談窓口等の御協力をいただいて、

特別相談「多重債務１１０番」を９月と３月の年２回実施しております。今年度につきま

しても、昨年９月４日・５日にこの特別相談を実施いたしました。 

 実施結果につきましては後ほど御報告させていただきますが、コロナ禍に特例貸付で当

面の窮状はしのげたものの、収入が十分回復せずに返済ができなかったといった相談が目

立ってくるなど、これまでとは違った、生活困窮の色合いの強い多重債務相談が寄せられ

ておりまして、特別相談の件数も増加傾向に転じているところでございます。 

 東京都が主催いたします東京都多重債務問題対策協議会には５つの部会が設置されてお

りますけれども、そのうち相談部会と貸金業部会におきましては平成２４年度から合同で

開催する機会を設けております。 

 多重債務に陥った方は、原因がギャンブルや買い物依存だけではなく、生活困窮であっ

てもあらゆる形で借金をしていることが見受けられ、相談の中にはヤミ金が関わっている

と考えられるものもございます。相談部会にとって貸金業部会による報告が有用であるよ

うに、貸金業部会においても実際に消費者からどのような相談が寄せられているかといっ

た実態を知るよい機会になっているのではないかと考えております。 

 多重債務問題は、消費生活行政のみでは決して解決できるものではございません。皆様

方との緊密な連携が不可欠でございます。本日、このような合同部会を開催し、情報共有
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をすることは多重債務問題の一層の解決につながる有意義な取組であると考えております。 

 お集まりの皆様には、改めて御礼申し上げますとともに、引き続きの御協力をお願いい

たしまして、私の御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、貸金業部会長より御挨拶をいたします。 

 東京都産業労働局金融部、福田部長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○福田部会長 貸金業部会の部会長を務めさせていただいております、産業労働局金融部

長の福田でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、日

頃より、東京都の貸金業対策やヤミ金融被害の防止対策、さらには多重債務問題の解決防

止に向け、多大なる御協力をいただいておりますことを御礼申し上げます。 

 貸金業部会におきましては、今年度も関係機関の皆様の御協力をいただきながら、「一都

三県ヤミ金融被害防止合同キャンペーン」を昨年６月と１１月にそれぞれ実施し、公共交

通機関や駅前の大型ビジョンでの啓発動画の放映のほか、インターネット広告、関係機関

のホームページ等を活用した啓発活動を実施したところでございます。 

 また、イベントへの出展による啓発・宣伝といたしまして、同じく１１月に、新橋駅前

ＳＬ広場での新橋古本市、立川市にございます昭和記念公園でのたちかわ楽市におきまし

て、それぞれ開催期間中に活動を行ったところでございます。 

 これらに加えまして、金融トラブルの被害に遭いやすい高校生、大学生をはじめとする

若年者や高齢者層に対しましては、金融の基礎知識の習得やヤミ金融被害防止に向けた出

前講座を本部会委員であります日本貸金業協会様とも連携し、開催をしております。 

 さらに、登録貸金業に対しましては、業務の適正化と資金需要等の保護の観点から、行

政庁といたしまして、立入検査や行政指導、行政処分など、法に基づく厳正な指導・監督

を実施しているところでございます。 

 今後とも、ヤミ金融被害の防止、多重債務問題の解決・防止に向けて、相談部会の皆様

も含めまして関係機関の皆様としっかり連携をして取り組んでまいりたいと思っておりま

す。本日は限られた時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、先に委員の皆様から簡単に自己紹介をいただきたいと思います。相談部会の

委員、貸金業部会の委員の順に、それぞれ名簿順でお願いいたします。 

 それでは相談部会の皆様です。 
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 東京弁護士会、宮村委員、お願いいたします。 

○宮村委員 東京弁護士会の宮村と申します。よろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 第一東京弁護士会、田中委員、お願いいたします。 

○田中委員 第一東京弁護士会の弁護士、田中と申します。よろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 第二東京弁護士会、寺谷委員は、本日御欠席との連絡をいただいておりま

す。 

 東京司法書士会理事、安藤委員、お願いいたします。 

○安藤委員 東京司法書士会、安藤でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 日本司法支援センター東京地方事務所副所長、亀井委員、お願いいたしま

す。 

○亀井委員 法テラス東京の亀井と申します。よろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会幹事、海老名委員、お願い

いたします。 

○海老名委員 海老名と申します。毎回、被害者の問題をこういうことで取り上げていた

だいて本当に感謝しています。今日もよろしくお願いします。 

○小菅部会長 日本クレジットカウンセリング協会専務理事、米澤委員、お願いいたしま

す。 

○米澤委員 米澤です。どうぞよろしくお願いします。 

○小菅部会長 足立区の吉尾委員は、本日御欠席との連絡をいただいております。 

 八王子市市民部 消費生活センター所長、橋本委員、お願いいたします。 

○橋本委員 八王子市消費生活センター所長の橋本と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○小菅部会長 瑞穂町の長谷部委員は、本日御欠席との連絡をいただいております。 

 続いて、貸金業部会の皆様です。 

 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会、中村委員、お願いいたします。 

○中村委員 中村と申します。よろしくお願いします。 

○小菅部会長 米澤委員は相談部会の委員にも御就任いただいておりまして、先ほど御紹

介いただいておりますので、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター長、菅原委員、

お願いいたします。 

○菅原委員 日本貸金業協会相談・紛争解決センターの菅原と申します。どうぞよろしく
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お願いいたします。 

○小菅部会長 財務省関東財務局東京財務事務所理財第四課長、池田委員、お願いいたし

ます。 

○池田委員 関東財務局東京財務事務所の池田と申します。よろしくお願いします。 

○小菅部会長 警視庁生活安全部金融犯罪対策室長、高部委員は、本日御欠席との連絡を

いただいております。 

 警視庁組織犯罪対策部の米山委員も、本日御欠席との御連絡をいただいており、代理と

して、警視庁組織犯罪対策部 暴力団対策課の長友様に御出席いただいております。長友様、

お願いいたします。 

○長友様 長友と申します。よろしくお願いします。 

○小菅部会長 皆様どうもありがとうございました。 

 続きまして、東京都側の出席者を紹介いたします。西尾委員から座席順に反時計回りで

簡単に自己紹介をお願いいたします。 

○西尾委員 東京都生活文化スポーツ局消費生活部の西尾と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○木島オブザーバー 貸金業対策課の木島と申します。よろしくお願いします。 

 私、今回、出席は最後となります。来月、警視庁のほうに帰る予定でございます。最後

になりますので、今までありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 

○八木委員 福祉局生活福祉部の地域福祉課長の八木でございます。本日はよろしくお願

いいたします。 

○篠田委員 産業労働局貸金業対策課長の篠田でございます。よろしくお願いします。 

○髙村委員 東京都消費生活総合センター相談課長の髙村でございます。どうぞよろしく

お願いします。 

○伊与委員 東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課長の伊与と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○福岡オブザーバー 消費生活総合センター消費生活専門課長の福岡でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○小澤オブザーバー 保健医療局保健政策部健康推進事業担当課長で自殺対策をやってお

ります小澤と申します。よろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 それでは、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 続きまして、議事のほうに入らせていただきます。 

 合同開催の進行につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今回は相談部会のほう

で務めますので、これより私のほうで進めさせていただきます。 

 また、本日の会議は１１時３０分終了の予定となっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 まず、東京都消費生活総合センター相談課長から、本日の配付資料の確認をお願いしま

す。 

○髙村委員 それでは、本日の資料について確認をさせていただきます。お手元のタブレ

ット端末もしくは端末のほうから御覧ください。 

 お手元に配付しております次第に記載のとおり、会議次第、各部会出席者名簿のほか、

資料１から１１まで及び参考資料がございます。それぞれの端末に１６の資料が入ってい

るかと存じますが、御確認をお願いいたします。 

 資料についての不備やタブレット操作について、不具合もしくは分からないことがござ

いましたら、お近くに職員がおりますので、気軽にお声がけいただければと存じます。よ

ろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 皆様、資料に不備等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、お手元の会議次第に従いまして会議を進めてまいります。 

 まず、次第１、東京都消費生活総合センターからの報告について、当センターの相談課

長の髙村から御説明いたします。 

○髙村委員 それでは、皆様、資料１をお開きください。多重債務に関する相談状況につ

いて説明をさせていただきます。 

 相談件数の推移でございますが、平成２３年度からの資料となっておりまして、平成２

３年度から減少傾向にございます。ただ、令和２年度まで下がってはいるのですが、令和

３年度以降少し増減しておりまして、令和５年度上半期で２３３件となっており、前年に

比べますと１４％ほど増加をしているというような状況でございます。 

 また、具体的な件数といたしましては、その下に多重債務に関する相談の月別の件数が

あるのですが、令和５年度９月までで２３３件となっておりまして、令和４年度の同じ時

期、９月までで２０３件となっているところを見ますと、やはり１０％以上の増加が見ら

れております。 

 契約当事者の職業別件数になりますけれども、令和５年度上半期につきましては、給与
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生活者の割合が少し減っておりまして、その代わりに自営・自由業の方、もしくは無職の

方の相談が増えているような状況になってございます。 

 契約当事者の年代別で見ますと、全体的に若い世代が少し増えているような状況が見受

けられます。あと、７０歳代が例年に比べるとちょっと多めになっているかなと考えてお

ります。 

 続きまして、資料２、東京モデルの実施状況についてになります。 

 東京モデルというのは、東京都とお集まりいただいております皆様の組織が連携をして、

多重債務に関する相談をいち早く適切な状況に戻していくということでつくらせていただ

いているモデルの実施になっております。 

 東京モデルの実績につきましては、皆様の協力を得ながら、毎年少しずつではございま

すけれども、私どもの相談から皆様と連携を取らせていただきまして件数を重ねていって

いるところでございます。今年度、令和５年度につきましては、９月までで４５件のケー

スを扱っておりまして、これも令和４年度に比べると少し増えているような状況になって

ございます。 

 また、債務額でございますけれども、１００～２９９万円、３００万円未満のところが

一番のボリュームゾーンとなっておりまして、続きまして５００万未満となっております。

少し金額が大きくなっているのかなという実感がございます。 

 性別でございますが、男性６割、女性４割という数字になっておりまして、ここについ

ては例年半々ぐらい、もしくは増減がかかるものですので、御承知おきいただければと思

います。 

 年代につきましては、２０歳代が１８％、３０代が２０％と、先ほども申し上げました

けれども、やはり若い世代の相談が少し多くなってきているかなと感じております。 

 ２ページ目に入りますけれども、職業でございますが、給与生活者が５５％と一番大き

いところにはなっておりますけれども、昨年に比べますと、実は無職のところが少し増え

ているというような状況でございます。 

 私どもに来た相談からのつなぎ先でございますけれども、東京都生活再生相談窓口につ

ないだものが一番多くなっておりまして、それ以外になりますと、法律相談センターのほ

うに御紹介をさせていただいているケースが多くなってございます。 

 債務整理の報告といたしましては、一番多いのが自己破産という形になっておりまして、

どうしても一人で抱えてしまって、にっちもさっちもいかないような方からの相談が多い
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のかなというふうに見受けられております。 

 続きまして、資料３は、今年度９月４日・５日の２日間で行いました特別相談について

の結果のプレス資料となってございます。こちらを見ていただきますと、実はこの９月の

２日間で、全体で１７７件受けておりまして、東京都の消費生活センターのほうで受けた

相談が６２件となってございます。 

 例年私どもの都のセンターでは４０件ぐらい受けていたという実績がございまして、こ

の９月の相談についてはそれの１．５倍、６０件を超える件数が来ているというのは久し

ぶりのことでございました。やはり多重債務の相談は深刻化しているのかなというのを実

感した２日間でございました。 

 東京都が受けた６２件の相談の特徴といたしましては、平均年齢が５４歳、５０歳代以

上の人が６６％、いわゆる３分の２になっておりまして、借入先が６社以上の方が約３割

ということで、多くなっているように見受けられました。 

 債務額が５００万円以上の人も３割を超えておりまして、１人当たりの平均債務額が６

２０万円でございました。 

 本人以外、家族、知人から心配するような相談も約４分の１となってございます。 

 投資詐欺やロマンス詐欺などに遭ったことにより債務を抱えてしまったという相談が６

件、約１割入っております。 

 また、コロナ禍で失業して収入が減少してしまったということで多重債務に陥った方、

緊急小口資金の特例貸付を受けているが、収入が回復しないで返済が滞ってしまって多重

債務になってしまっているという方の相談が１０件ほど入っておりまして、これが今回の

特徴であったかなと考えております。 

 ２ページ目には、今回受けた相談の事例を主な事例ということで載せさせていただいて

おります。 

 ３ページ目、４ページ目が、今回受け付けた相談の概要をグラフ化したものになってご

ざいます。先ほど申し上げました内容についてここで数値化させていただいておりますの

で、後ほど御覧いただければと思っております。 

 簡単ではございますが、私からの報告は以上となります。 

 多重債務の相談自体は令和２年度までは減少傾向にあったのですが、３年度以降は少し

増加傾向にございまして、私ども、この多重債務の問題についてはこれから問題になって

くるのではないかと危機感を抱いているところでございます。 
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 消費生活相談をお受けしている消費生活センターの立場から見ますと、かつてほど相談

件数は多くないというか、そこまで増えていないものの、転職、事故、病気による入院や、

依存症などがきっかけとなって負債を抱えて生活困窮に陥ってしまったなど、深刻な相談

も多くなってございまして、本当に楽観視することはできないものであると考えておりま

す。 

 また、若年層では、前回も申し上げたかと思いますが、サイドビジネス商法などをきっ

かけに借金をしてしまって多重債務に陥ったという事例も散見されておりまして、今後の

増加が危惧されているところでございます。 

 消費者被害も絡み合った相談の場合は、消費生活センターでお受けすることにより、多

重債務に加えて消費者被害のほうも解決に向かうことができるかなと考えておりますので、

消費生活センターの力を発揮できる場面でもあると考えております。 

 第２回の多重債務相談につきましては、３月４日・５日に実施いたします。弁護士会、

司法書士会、法テラスなど関係機関の皆様には、法律専門家の派遣をお願いしているとこ

ろでございます。今回も、特別相談当日にはカウンセラーを配置させていただきます。 

 １月２４日に実施日程等をプレス発表し、ホームページ、Ｘ（エックス）、ＬＩＮＥ等に

よる周知を行いますとともに、都営バスの車内、新宿区立公園、都内各施設へのポスター

の掲示、都庁周辺のデジタルサイネージ等を活用した告知などを実施する予定となってご

ざいます。 

 現在、チラシ・ポスター等の作成準備を進めております。チラシの原稿を参考資料とし

て最後の資料に加えております。後ほど御覧いただければと思いますけれども、こちらを

配布させていただきますので、皆様、周知をよろしくお願いします。 

 以上となります。 

○小菅部会長 ただいま当センターから、多重債務に関する相談状況、東京モデルの実施

状況、昨年９月実施の「多重債務１１０番」の実施結果、３月に実施いたします第２回の

特別相談等について御説明申し上げましたが、御質問、御意見等がございましたら御発言

をよろしくお願いいたします。特にございませんか。 

 それでは、先に進ませていただきます。 

 次に、次第２、産業労働局金融部貸金業対策課からの報告です。貸金業対策課長の篠田

委員から御説明をお願いいたします。 

○篠田委員 では、資料４「都における貸金業対策」をお開きください。 
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 まず１が、東京都知事登録、東京都の登録業者の推移という形になってございます。表

の一番左の「１４」となっているのは平成１４年のことでございまして、最も貸金業者が

多かった時代でございます。６，９８３ということで、７，０００近い貸金業者がおりま

したが、多くは数人程度でやっていて、個人向けに貸しているようなところだったのです

が、そういったところが貸金業法改正になって大分減りまして、足元を見ていただきます

と５００半ばぐらいということで、令和に入りましてからほぼ横ばい、やや微増というよ

うな感じで推移しているところでございます。 

 数はほぼ横ばいなのですが、新陳代謝のほうは進んでございまして、例えば令和３年か

ら令和４年にかけて５６４から５６５と、総数としては１社増えているのですが、内訳と

しましては、５０の貸金業者が新規で登録されまして、４９の事業者の登録がなくなって

廃止になったということで、約１割の業者が入れ替わっているといったところでございま

す。これはここ過去何年間も同じでございまして、令和５年でも同じような形で推移して

いるところでございます。 

 続きまして、２の行政処分の推移でございます。令和５年度におきましては、１１月末

までの時点で３件の行政処分を行っているところでございます。業務停止処分が１件で、

業務停止は最長１年間ですけれども、本件は３０日の業務停止という形で、貸金業者は登

録内容に変更があった場合には届出が義務づけられているのですが、そちらの届出が期日

までになされないことが複数回あったということで、業務停止になったのが１件。 

 また、業務改善命令が２件でございます。１つは、不適正な広告が打たれていたという

ところ、もう１件は貸金業務取扱主任者というのが貸金業を行う上で必要なのですけれど

も、そちらの方が常駐していなかったというような形での処分でございました。 

 今後も引き続き、随時検査をしながら、必要に応じて行政処分を行っていくところでご

ざいます。 

 続きまして、苦情・相談件数の推移でございます。令和５年度は、１１月末日までに４

８２件となってございます。これは、１年前の前年同月、令和４年１１月の数値が４５６

ですので、プラス２６件、率にして５．７％増ということで、足元はやはり相談の件数な

んかも増えているのかなといったところでございます。 

 相談で一番多いのが、事業をやられている方とか個人の方から、こんな貸金業者からお

金を貸しますよというチラシが入っていました、あるいはインターネットで来ましたみた

いな感じで、この業者は登録されている都の業者なのでしょうかというような問合せがか
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なり多くなってございます。今年度も、４８２のうち１３０件程度がそういった相談でご

ざいまして、７～８割は登録がない業者になってございますので、まだまだヤミ金融、登

録がないようなところがチラシを配って活動しているところがうかがえます。 

 あと、件数はさほど多くはないのですけれども、保証金詐欺です。個人事業主とか零細

の中小企業に、事業資金を貸しますので、ついては先立って保証金を１０万円、２０万円、

多いときは１００万円振り込んでくださいというような詐欺の相談が月に２件ぐらいは来

てございます。 

 振り込んでしまっているケースと、こういうことを言われているのだけれども、これは

信頼できるのかという振り込む前の相談があるのですが、振り込む前でしたら、それは詐

欺ですよという形なのですが、実際に振り込んでしまう方も結構いらっしゃいまして、そ

うなると、今度は警察とか振り込んだ先の銀行にという形で紹介して対応をしているとい

った形でございます。 

 その下、業者向けの指導ということで、３年に１度、貸金業につきましては登録を更新

することになるのですが、その機を捉まえまして更新時の講習会を行っているところでご

ざいます。コロナ禍のときに動画配信方式に変えまして、ＹｏｕＴｕｂｅの限定配信をし

ているのですけれども、そちらのほうがいつでも見られるし、大人数でも従業員みんなで

見られるということでかなり好評で、令和５年度も動画配信で行っているところでござい

ます。 

 内容につきましては、左下にありますように、弁護士からコンプライアンスとか気をつ

けるべき点の説明をいただき、あるいは東京都のほうから説明を行い、最後にテストをし

て、これが終わると修了証をお送りするという形です。 

 受講者につきましては、中段にありますとおり７５社ですけれども、更新の対象者がこ

の期間で９０社程度ありまして、そのうち７５なので、８割強の事業者がこちらのほうは

視聴していただいているといったところでございます。 

 以上がこの資料でございまして、続きまして、次の資料５、都における啓発宣伝活動で

す。事業者の指導・監督を中心にやっているところでございますが、併せまして資金需要

者、借り入れる側にも注意喚起を図っているところでございます。 

 １の「一都三県ヤミ金融被害防止合同キャンペーン」を都と神奈川、埼玉、千葉県と合

同で行っているところでございますが、６月と１１月に実施してございます。実施内容と

しましては、（１）インターネット等を活用したキャンペーンということで、各関係機関様
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の御協力をいただいて、ホームページにいろいろ掲載したり、インターネットのリスティ

ング広告を打ったり、紙ベースのポスターなどを配布したり、掲示したり、そういったこ

ともやってございます。 

 また、中段の（２）イベントへの出展ということで、こちらは１１月に昭和記念公園の

たちかわ楽市に出展しまして、かなりの人出があるイベントですけれども、こちらのほう

で、セミナー、相談、啓発のリーフレットを配布しているところでございます。リーフレ

ット等を詰めたエコバックを２，４００準備したのですが、全て配布し終えたといった形

でございます。 

 参加機関、後援機関については、資料にあるとおりでございます。 

 ２ページ目に行きまして、２の「東京都ヤミ金融被害防止街頭キャンペーン」でござい

ますが、こちらは１１月です。年末はやはり資金需要が高まりますので、その前の１１月

に、ちょうど新橋のＳＬ広場で古本市というのがあって、かなりの人出がありますので、

そちらのほうにブースを出して、啓発活動、注意喚起を図るリーフレットを配布したり、

そういったところを約１週間にわたって行ったところでございます。 

 その下が３でございますけれども、「資金需要者向けセミナー（出前講座）」です。実際

に学校といったところに出向いて講座を行うということで、日本貸金業協会様とも連携し

ながら実施しているところでございます。 

 令和５年度１１月までの実績が１９団体、２，５５４人ということで、令和４年度は年

間を通じて２０団体、１，８５０人でしたので、この時点でほぼ同じ団体数、人数につい

ては大幅に増えているという形でございます。内訳は御覧のとおりでございまして、若年

者向け、高校とか大学とか専門学校が多いといったところでございます。 

 その下、４の「その他の啓発宣伝事業」でございます。偽装ファクタリング、中小企業

向けにファクタリングを装いながら違法な貸金を行う、そういったところの注意喚起のリ

ーフレットを配布したり、あるいは、台東区、江東区が行っている消費生活展、消費者展

にも出展して、消費者向けの啓発を行っているところでございます。 

 以上が都の貸金業対策課で行っている事業の報告でございます。 

 以上でございます。 

○小菅部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま篠田委員から報告がございましたが、御質問、御意見等がございましたら、御

発言をお願いいたします。特にございませんでしょうか。 
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 それでは、進ませていただきます。 

 続きまして、次第３、各団体・機関からの報告及び情報提供に入りたいと思います。 

 まず、資料を御提供いただきました委員から御報告をお願いいたします。それぞれ５分

程度で御報告いただければと存じます。 

 初めに、日本司法支援センター東京地方事務所副所長、亀井委員、よろしくお願いいた

します。 

○亀井委員 法テラス東京から報告させていただきます。 

 まず、資料６の法テラス東京の法律相談援助実績を御覧いただきたいと思います。 

 「合計」という一番下のほうに細かく「クレサラ相談」の件数、これは令和５年度です

が、「クレサラ相談」という項目はセンター相談の数になります。その４つぐらい下のとこ

ろに「相談登録弁護士」「相談登録司法書士」という欄があります。これが個人の事務所で

弁護士、司法書士が相談を受けた数になります。この合計をしたものがほとんどクレサラ

相談だと御理解いただきたいと思います。 

 それで、２ページ先の法テラス東京の業務実績というグラフになっているものを御覧い

ただきたいと思います。ここ１０年の経年の数が載っておりますけれども、毎年毎年増え

てきて、令和４年度よりも令和５年度、まだ１１月までしか出ておりませんが、数がやは

り増えております。現在は月１，４００件ぐらいのクレサラ相談があります。これが前年

度で１，３００件ぐらいだったので、増えていることが分かります。結局、現在では毎日

クレサラ相談を７０件受けていることになります。 

 理由は、ギャンブルというのはもうほとんどありませんで、皆さん生活苦の方がお見え

になるので、生活資金としての借金がほとんどになっております。金額としては、大体３

００万円以下が多いように思います。 

 皆さん、最近おっしゃるのが、サラ金ではないのですよ、なのに何でこんなに利息がか

さんじゃうのだろうというのは、クレジットカードなのですね。サラ金は２０％の金利で

すけれども、クレジットカードも１５～１８％なので決して安い金利ではないので、皆さ

んそっちは大丈夫だと思っている方が多いような気がして、カードというのもかなり問題

になるのだなということが分かってきております。 

 今、法テラスで困っているのは、コロナ禍のときには件数がそんなに伸びていなかった

のですね。ところが、コロナが終わって今年度については相談が増えてきております。そ

のために予算不足になって、このところ閉めざるを得ないという事態になっているのは大



１３ 

 

変困っているところです。センター相談については、１月から３分の１ほど数を減らして

いるということになります。 

 これが結局は個人の相談登録のほうに回っているので、総体としてはそんなに変わらな

いのかなとは思うのですけれども、予備費が頂けないという状況ですので、生活困窮者に

は大変迷惑をかけていることになっております。 

 それから、一つ情報提供ですけれども、能登半島の地震の被災者に対する資力を問わな

い法律相談を１月１１日から始めております。電話相談も入っておりますので、使い勝手

はいいかと思いますので、皆様から御紹介いただければと思っております。 

 以上です。 

○小菅部会長 御報告、どうもありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、御発言をお願い

いたします。ございませんか。 

 それでは、続きまして、公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会、米澤委員、

よろしくお願いいたします。 

○米澤委員 資料７でございます。先ほどの東京都、法テラスさんからの御報告と同様の

傾向にあることをお示しした表です。 

 一番上の表で毎月のＪＣＣＯへの相談件数を整理してありまして、青く塗ってあるとこ

ろが前年同月と比べて増えていることをお示ししております。御覧いただくとお分かりに

なるように、今年度は７月を除いて毎月軒並み増えておりまして、１１月、１２月に至り

ましては１００件程度の増加を見ており、かなり如実に表れていると思います。 

 少し下のほうを御覧いただきますと、【参考】として、裁判所の司法統計から引っ張って

おりますけれども、④の自然人の自己破産も、前年同月と比べ、今年度は軒並み増加して

いて、なかなか厳しい状況がうかがわれることを御報告申し上げます。 

 以上でございます。 

○小菅部会長 御報告、どうもありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、御発言をお願い

いたします。よろしいですか。 

 それでは、続きまして、日本貸金業協会、菅原委員、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員 では、資料８、日本貸金業協会の取組みということで、令和５年度の上半期

の実績等について御報告をいたします。 
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 まず、資料の１ページですけれども、相談等の状況ということで、受付状況ですけれど

も、上のメッセージ欄のところにございますとおり、令和５年度の上半期の相談、苦情、

紛争の受付件数は４，９９４件ということで、前年の上期と比べて４５９件増加というこ

とで、かなり増えているということです。 

 ②のところで、一般相談ですけれども、借入れの希望とか借入先等の相談、この融資関

連というのが９４３件、これは前年の上期と比べて６１件の増加。 

 それから、③ですけれども、多重債務関連相談では、貸付自粛制度というのを当協会で

行っていますけれども、これが２，１１６件ということで、前年の上期と比べて３６６件

増えているということです。それから、ギャンブルとか買い物等の浪費による返済困難に

関する相談が７１６件で、前年上期に比べて５８件の増加ということで、今御報告いただ

いたところと同様に多重債務関連の相談は上昇傾向にあるかなというところです。 

 それから、２ページ、金融トラブル相談ということで、上のメッセージ欄の①ですけれ

ども、上期のトラブル相談については１５３件で、これも前年度の上期に比べて９５件増

えているということです。中身としては、副業詐欺関連の相談が前年と比べて大幅に増え

ておりまして７７件で、５３件増えたということになります。 

 ③のところで、今の副業詐欺関連の相談ですけれども、７７件のうち、若い女性、２０

代の女性からの相談が非常に多いということになっております。 

 これについては、後ほど御説明しますけれども、未然防止策ということでいろいろ対応

を協会のほうでも取っておりますし、何か問題がある場合については適切に警察とかその

他の相談機関を紹介するとか、そういった対応を取っているということです。この手口に

ついては当協会の協会にも情報を共有して、若い方の借入れについてはより慎重に行って

くださいというようなアナウンスをしているところでございます。 

 それから、３ページの生活再建支援カウンセリングですけれども、こちらにつきまして

は件数としては非常に多くなっております。新規の相談者、継続して相談されている方、

合計で７８件、総相談回数は２４４回ということで、昨年度の実績を通年で上回る勢いで

推移をしているということでございます。 

 家族からの相談も多いので、その場合は御夫婦とか親子を対象としたカウンセリングな

どを実施しているということです。 

 相談者の声につきましては下に記載をしておりますので、また後ほど見ておいていただ

ければと思います。 
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 それから、４ページは若年層に関する相談でございます。①のところで書いてございま

すが、上期の若年層に関する相談は２９８件で、これも前年の上期と比べて４９件増えて

いるということでございます。うち、本人からは８６件ですけれども、家族・親族からが

１９８件で、お子さんを心配されたお父さん、お母さん、家族の方からの相談が非常に多

いということでございます。 

 ④に書いてございますけれども、そういった中で、いわゆる若年者、若い方が多重債務

になっているかというと、そういった返済困難の相談というよりは、先ほどちょっとあり

ましたように副業詐欺関連の相談が見てとれるかなと思っております。 

 続きまして５ページですけれども、当協会で貸付自粛制度というのをやっておりますけ

れども、これについては上期２，３３５件ということで、去年の上期に比べて５７４件増

えているということでございます。内容については、こちらをまた後で見ておいていただ

ければと思います。 

 次に６ページ、貸付自粛制度申告者の状況でございますが、圧倒的に多いのがやはりギ

ャンブルです。ギャンブルがやめられないということで、自ら貸付け自粛の登録をしてお

くという方が７９７件ということで、非常に多くなっておるところでございます。 

 続きまして、飛んで８ページを御覧ください。当協会では、金融経済教育・啓発活動に

も力を入れております。令和５年度の上期につきましては、記載のとおりですけれども、

啓発用の冊子の配布とか、先ほども東京都のほうからお話がございましたけれども、東京

都と連携をした出前講座、こういったところに力を入れておるところでございます。この

辺の内容については、後で御覧いただければと思います。 

 次の９ページは、御参考ですけれども、当協会でいろいろこういったツールを作ってお

ります。お役に立てていると思っておりますので、お問合せ等をいただければ、またこち

らを配布することもできますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、１０ページ、こちらは金融リテラシー向上コンソーシアムというところで、

これは６月に当協会と貸金業者が共同して設立をしております。設立の背景ということで

１０ページの下のところに書いてございますけれども、先ほど来出ています金融犯罪の手

口が非常に巧妙化・複雑化しているというところで、若者がこういったものに巻き込まれ

ないようにということで、しっかりと我々協会が連携して、金銭教育、金融リテラシーの

向上を図っていくということで活動を始めております。 

 １１ページに活動状況を書いてございますけれども、セミナーの実施とか、こういった
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ところでしっかりと若者に教育をしていくというようなことをやっていきたいということ

です。コンテンツを作るというようなところ、ホームページ、こういったところでいろい

ろ周知をしていくということでございます。 

 １２ページは、これまでの実績ということで幾つか挙げておりますけれども、専門学校

とか大学、高校で、金融トラブル、ローンクレジットの扱い方とか、生活設計・家計管理

といったところをセミナーとして行っているということで、これからますますこのコンソ

ーシアムについては活動を広げていきたいと思っているところでございます。 

 当協会からの報告については以上でございます。 

○小菅部会長 菅原委員、どうもありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、御発言をお願い

いたします。いかがでしょうか。 

 特にないようですので、次に進ませていただきます。 

 続きまして、関東財務局東京財務事務所、池田委員、よろしくお願いいたします。 

○池田委員 東京財務事務所理財第四課の池田でございます。 

 本日御出席の関係機関の皆様には、金融庁並びに財務局の金融行政に格別な御理解をい

ただきまして誠にありがとうございます。 

 私のほうから、資料９に基づきましてスライドを基に御説明させていただきます。 

 まず、スライド１ページ目でございます。相談部会と貸金業部会の資料をまとめており

ますので、一連での御説明ということになります。 

 当事務所では多重債務相談窓口を設けておりまして、受付した令和５年度上期、４月か

ら１１月までの状況をまとめたものとなっております。相談件数や相談者の年齢構成は前

年の傾向とほぼ変わりはないということでございますけれども、２つ目の●にちょっと触

れているのですが、相談者からの申告の中で、いわゆる若い方からのお話が多いのですけ

れども、精神障害でお悩みになっているといった方を最近よく聞いております。こういっ

た方が精神障害を抱えながら、かつ借金を抱えるという、２つの課題を抱えていらっしゃ

いまして、私どもとしましても話を聞いている限り、関係機関との連携、手厚い支援が重

要と考えているとこでございます。 

 次の２ページ目に資料として載せておりますけれども、東京都発達障害者支援センター、

いわゆる「おとなＴＯＳＣＡ」さんと本日御出席の関係機関の皆様との連携が重要かなと

思っているところでございます。 
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 次の２ページ目のスライドでございます。私どもも若年層に対する金融リテラシーの取

組をやっておりますので、少し紹介させていただきたいと思います。 

 東京財務事務所では、右のスライドにございますが、「家計すごろく」と称した内容で、

家庭の事情で学校に通えない生徒さんや、発達障害を抱えていらっしゃって様々な課題を

持つ、いわゆる若年成人層の方を対象に、お金の大切さとか借金の怖さを分かってもらう

ために、体験型のすごろくゲームを使った金融教育をやっております。 

 実績としましては、都内のＮＰＯ法人さんとか支援団体さんにも使っていただいた結果、

今度は自分の団体のところで使いたいという御要望もいただきまして、私どもが使ってい

るすごろくのセットに台本を添えて電子媒体で一式、使われる機関さんに無料で差し上げ

るようなこともやっております。 

 本日御出席の機関さんとは直接なじみがないのかもしれませんが、資料１０でこういう

資料もお持ちさせていただいております。このすごろくゲームの内容を宣伝しているもの

でございます。お読みいただいて、もしすごろくを見てみたいなということがございまし

たら、このチラシを何枚か持ってきておりますので、終わった後にでもお声かけいただけ

たらありがたいと思っております。 

 ３ページからは貸金業部会の説明となります。金融庁では、毎年、金融行政方針を公表

しておりまして、昨年から２つの課題ということで、多重債務の問題への対応と特殊詐欺

関連といった点を重点事項として挙げています。 

 多重債務問題は、成年年齢引下げとかコロナ後の貸金業者の融資動向とかモニタリング、

立入検査など、これらについて財務局や都道府県さんでも検証しているところでございま

す。 

 ２つ目の○でございますが、特殊詐欺、不正送金などの対応は、マネーロンダリング関

連の届出とか情報を基に、金融庁、財務局とともに警察庁さん、警視庁さんとも緊密な連

携をさせていただいているところでございます。 

 次のスライド４ページ目でございます。こちらは金融庁の公表資料でございますが、金

融庁が日本貸金業協会さんとの意見交換で挙げた論点事項をまとめているものでございま

す。 

 成年年齢引下げの対応というのがやはりクローズアップされておりまして、財務局や都

道府県さんの検査のほか、日本貸金業協会さんでもいわゆる立入監査を行われると聞いて

おります。業界としましても自主規制の遵守というところがしっかり定着されているもの
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ということで、行政としても理解しているとこでございます。 

 また、財務局とか金融庁におきましては、若年層向けに係る苦情といったものを私ども

としては情報として聞いていないところが実態でございます。 

 あと、先ほど菅原委員からも御説明がございましたが、貸金業の業界内におきましては、

大手貸金業者さんが共同して金融リテラシー向上コンソーシアムを立ち上げられておりま

す。業界を挙げての金融教育に向けた機運が非常に上がっておりますので、行政としても

これらの取組を非常に歓迎しておりますし、ますますの御活躍、取組拡大をぜひ願ってい

るところでございます。 

 最後の５ページ目でございます。やはり無登録というところが貸金業はずっといたちご

っこで、いまだ課題でございます。私どもも、いただいた情報は注意喚起でホームページ

に載せさせていただいております。 

 最近の傾向では、証券会社の登録をしていますよみたいなことをうたって無登録で貸金

業をやっているやからがおりますので、こういったやからがおりました際は、情報をまと

めた上でこのように注意喚起の公表を行っているところでございます。 

 私の説明は以上でございます。 

○小菅部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、御発言をお願い

いたします。 

 それでは、進ませていただきます。 

 続きまして、保健医療局保健政策部、小澤課長、よろしくお願いいたします。 

○小澤オブザーバー では、資料１１により、東京都における自殺の現状を御紹介させて

いただきます。 

 一番上に、東京都の自殺者数の推移を令和４年まで表示しておりますが、新型コロナの

流行が始まりましてから自殺者数は増える傾向にございまして、令和４年も増えました。

令和５年の数字につきましては、今年の秋口にならないと分かりませんが、警察庁統計の

速報を見る限りは減る傾向はないと見ております。その下に全国の数値も入れております

が、全国においても増加の傾向にございます。 

 自殺の背景には、御存じかと思いますけれども、健康問題に続いて経済・生活問題が多

くございまして、その中には多重債務やその他負債があったという方も非常に多くいらっ

しゃいます。ですので、この部会に御参加の皆様のところで様々御相談を受けて問題解決
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につなげていただくことが、自殺者数の減にもつながり得ると思っております。引き続き

どうぞよろしくお願いいたします。 

 続いて、自殺死亡率の推移ということで人口１０万人当たりの自殺者数を示しておりま

すが、こちらも増加傾向にございます。東京都は全国と比べますと若干低いところではあ

りますが、現在、全国では死亡率を１２．２以下に下げるという目標を持って取り組んで

おりますけれども、なかなか厳しい状況にございます。 

 続いて、自殺者の年齢構成ですが、東京都におきましては３０代以下の方が全国の数字

よりも若干多めに毎年出ております。 

 その次は年齢構成になりまして、令和４年が一番上にありますけれども、新型コロナの

流行が始まってから若年層の増加が続いておりましたが、令和４年はそこは若干落ち、代

わりに５０代、６０代の方が増えたように見受けられます。 

 その下に年齢階級別の死亡率の推移をお示ししておりまして、黄緑色の太い線が令和４

年のものになりますけれども、５５～５９歳、また６９歳ぐらいまでの方の自殺死亡率が

ぐっと増えておりまして、代わりに２０代の方は少し減りました。こちらは、やはり生活

苦なども背景にあるのかと推測するところです。 

 その次に、男性と女性に分けてグラフをお示ししておりますけれども、男性は５５から

６９歳あたりの方が令和４年はぐっと増えておりまして、女性は４５から５０歳、６０歳

ぐらいまでの方が増えています。 

 続いて、未遂歴ですが、これは例年、実際に亡くなってしまった方には過去に未遂があ

った方が多いというのを示しているものでございます。 

 最後、近年、お子さんの自殺が非常に問題になっておりますので、若い方の自殺者数を

実数で示したグラフを幾つかおつけしておりますが、増加傾向にございまして、対策が必

要になっているところです。 

 最後に年代別死因ですが、例年１０代から３０代までの方は自殺が１位という結果にな

っております。４０代以上については少し動きがあるところで、令和４年は５０代の方が

４位から３位に上がってしまいましたが、６０代の方につきましては６位以下に下がって

おります。 

 引き続き、御相談対応での困り事の解決に御尽力をお願いできればありがたいです。よ

ろしくお願いいたします。 

○小菅部会長 どうもありがとうございました。 
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 ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、御発言をお願い

いたします。 

 米澤委員、お願いいたします。 

○米澤委員 ２点教えていただきたいのですけれども、１ページ目の東京都の自殺者の推

移のグラフを見ますと、何となく男性よりも女性のほうの伸びのカーブが急なように見え

るのですけれども、そうなのかどうか、もしそうだとすると、その背景に何が考えられる

のかということが１つです。 

 もう一つは、３ページ目で、５０代の自殺が突出しているとおっしゃっていたと思いま

すけれども、その背景として何が考えられるのか。この２点をお願いします。 

○小澤オブザーバー ありがとうございます。 

 お話しくださったように、女性の自殺者数については、新型コロナの流行が始まって以

降、男性よりも増え方が大きいということがございます。この背景については、国では、

新型コロナの流行により、自宅での生活などが多くなったことで家族問題がより顕在化し

てしまった、例えば夫婦仲がうまくいっていない、お子さんとの関係がうまくいっていな

いところが、一緒にいる時間が長くなったことによって顕在化してしまい、女性のメンタ

ルヘルスが低下したというようなことが挙げられておりました。令和４年はコロナはかな

り終わりに向かっているところなのですけれども、まだ気をつけている方は自宅での生活

などもあったと思われます。 

 ただ、それだけではないと思っておりまして、国でも困難を抱える女性の支援というの

は大きな課題として、例えば、５０代、６０代になられますと介護と仕事の両立の問題な

ど、今、女性が置かれた社会状況と関係する問題もあるのかと思っております。ただ、こ

れは決まった分析結果がまだない状況です。 

 ５０代、６０代の方の自殺の増加につきましても、定説はまだないのですが、今日、皆

様からのお話では、負債関係の御相談が増えているということですし、生活困窮などが背

景となっている可能性はあるのではないかと考えております。 

○米澤委員 ありがとうございました。 

○小菅部会長 どうもありがとうございます。 

 そのほか、御質問等はございますか。 

 それでは、先に進ませていただきます。 

 まだ御発言いただいていない委員の皆様からも、各所属機関での近況等につきまして、
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１～２分程度で御報告いただければと存じます。 

 まず、相談部会の委員の皆様、宮村委員、よろしくお願いいたします。 

○宮村委員 宮村です。 

 本日、皆様方から、多重債務相談が増加傾向にあるというお話が出ていたかと思います。

私個人の体感としましても、相談の件数は増えているなと感じております。 

 相談の内容としては従来とそんなに変わりませんけれども、件数としては割と増えてい

るなと。相談者の中には、先ほどちょっとお話が出ましたが、特例貸付を受けている方も

いらっしゃいますが、それが返せないからというよりは、もともと負債がかなりあった方

で、これ以上よそから借りる資金がなくなってきたので相談に来ましたというような方が

多いかなと思っております。 

 以上です。 

○小菅部会長 どうもありがとうございます。 

 次に、田中委員、よろしくお願いいたします。 

○田中委員 第一東京弁護士会の弁護士、田中です。 

 宮村先生のほうから弁護士としての感覚ということはいただいたのですが、私もかなり

かぶるのですけれども、弁護士会でやっている法律相談などの数字は去年よりも若干伸び

てきている。ただ、劇的に伸びているというよりは、去年よりもさらに増えてきたという

ところで、先ほどもおっしゃられたとおり、例の特例貸付のほうががんと来るかなと思っ

たのですけれども、それだけが目立ってという感じではなく、それも１つ入っているとい

うことはあるのですが、そこら辺で傾向がどうのというよりは、今日の御報告でもいただ

きましたけれども、ギャンブル問題、投資詐欺問題、そういうものが引き続き多くの問題

を占めているというところを私の感覚では持っております。 

 そういうことがありますので、多重債務問題対策協議会のほかの部会等にも出席させて

いただいていますが、そういうところで、他機関との連携というか、例えば最近弁護士会

ではギャンブル問題の研修等があって、私は分からないこととかを聞いて勉強になったな、

今後の相談の参考にできるなとか、精神保健関連とか、そういう他機関の知識もきちんと

つけて相談等に臨んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 

○小菅部会長 どうもありがとうございます。 

 安藤委員、よろしくお願いいたします。 

○安藤委員 東京司法書士会の安藤でございます。 
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 当会では四谷と立川で無料相談会を常設で行っておりますけれども、こちらの数として

は顕著な増加は見られない、横ばいであると聞いております。 

 従来は、相談の場で相談を受けた司法書士が、相談者の方に直接そこで受任を持ちかけ

るとか名刺を渡すという行為を禁止する運用を長らく取っておりましたけれども、昨今、

スピード感を持った対応が望まれるケースも非常に増えてきまして、検討しまして、相談

の場で直接受任をすることもできるという運用に変更いたしまして、こちらは債務整理の

相談も対象になっております。 

 もともと、個人が自分の営業を丸出しにしないようにという趣旨で禁止していたもので

すから、そこの弊害が出ないように気をつけながら、対策を講じながら運用を進めてまい

りたいというところです。 

 あと、先ほどお話が出ました１１月の昭和記念公園でのヤミ金のキャンペーンですけれ

ども、当会から相談員を派遣したところ、物すごく相談が多くて大変だったということを

聞きました。盛況だったということで、こちらについては、次の機会がある際は人員の増

強などが必要ではないかということで、今内部で共有しているところです。 

 それから、個人的に受けている事件の傾向ですけれども、統計があるわけではないので

すが、先ほど法テラスの亀井副所長からもあったように、遊んで遊んで浮ついた借金とい

うよりは、もう本当に日々の生活費が足りなくて仕方なく借りて、それが積み上がってど

うにもならなくなっちゃったというようなケースの割合が多いかなというのが個人的な受

任をしている中での肌感覚です。 

 以上となります。 

○小菅部会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、海老名委員、よろしくお願いいたします。 

○海老名委員 海老名です。 

 皆さんの報告を聞いて、被害者の会としても、本当に寄り添っていただいて相談に乗っ

ていただいていること、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。 

 それを前提に、特例貸付の件も、今の流れの中で、制度ができたときには非常に喜んだ

というか、働く場所とか当然収入がなくなったから利用させていただいたのですね。 

 そういう中で、今みたいな公共料金だとか、物価高とか、これほど生活が苦しくなると

は思ってなくて利用させていただいた。だから、そのときに借りたやつを何に使ったのか

ということになると、実質はやはり生活費なのですよね。アルバイトだと仕事がないから。
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決して無駄遣いをしたわけではないという状況です。そういう中で、仕事が減ったり、非

常にきつい収入になって返済ができなかったりというのが多く寄せられています。 

 そのときに、免税の通知も一斉に届いているのですね。非課税の方は免除しますよとい

う書類をいただいているのですけれども、非課税の問題は、収入がゼロ、所得がゼロの方

が非課税なのですね。所得が５０万、６０万、扶養によっては違うのですけれども、５０

～６０万でも均等割がかかってしまうのですよね。そうすると、実際は非課税の生活状況

なのですけれども、均等割だとかがちょっとかかっている方の生活状況は非課税の世帯と

あまり変わらないのです。 

 そんなことで、うちの場合は、とにかくもう一回、家賃だとか、公共料金だとか、そう

いう生活費用の家計簿をつける。そういうことで取り組んで、もう一回、この制度はどう

だったのかということを今整理している状況です。 

 もちろん、うちの場合は世田谷の一部なのですけれども、結構そういう相談が増えてい

ます。先ほどから皆さんが言うように、この間の多重債務というのはギャンブルではない

のですよね。そんなことを思いながら、改めて皆さんの努力についてできるだけ多くの人

にお知らせして、皆さんに相談に乗ってもらっていただくようにします。 

 すいません。ちょっと長くなりました。 

○小菅部会長 どうもありがとうございました。 

 橋本委員、よろしくお願いいたします。 

○橋本委員 八王子市消費生活センターの橋本でございます。 

 消費生活相談全体の状況を、資料の用意が間に合わなかったものですから、口頭で申し

上げさせていただきます。 

 確定しています令和５年度１１月末の数字でございますが、３，０５７件でございます。

これは、前年度の同月の３，０５５件とほぼ一緒の数字でございますので、令和４年度に

４，５３６件の消費生活相談がありましたので、恐らく今年度も４，５００件前後の相談

になるのではないかと思っております。 

 また、１１月末現在で、多重債務相談は４６件寄せられました。前年同月では４７件で

したので、これもほぼ一緒。令和４年度には７８件の多重債務相談がありましたので、今

年度もこのままの状況ですと８０件前後の多重債務相談というようなことになるのではな

いかと思っております。 

 また、前回の会議のときに御報告を申し上げました、令和５年４月１日から始めました
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メールによります相談についてでございます。昨日現在までで件数はあまり伸びておりま

せんで、去年の４月から昨日１月１６日まで現在で２３件のメールによる消費生活相談が

寄せられました。そのうち、メールでの多重債務の御相談は今のところはないという状況

でございます。 

 最後になりますが、今、計画の実行年度を令和６年度から１０年度までの５年間としま

す第３期の消費生活基本計画を策定中でございまして、その中でも引き続き、多重債務相

談の実施、消費生活相談員が対応する相談の中で、必要に応じて法テラスさんや弁護士会

さんに御相談をつなぐことも含めた多重債務相談の実施、あるいは東京都さんと連携した

特別相談の実施、「多重債務１１０番」とか「若者のトラブル１１０番」も引き続き今後も

実施するという計画の内容とする予定でございます。 

 以上でございます。 

○小菅部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、八木委員、よろしくお願いいたします。 

○八木委員 地域福祉課長の八木です。 

 私のほうでは、生活再建の関係で多重債務問題と関わらせていただいておりまして、運

営しております多重債務者の生活再生事業の相談の状況について少し情報提供させていた

だきます。 

 令和５年１０月末までで、来所による初回の相談の方が６７８名となっておりまして、

この数字は昨年度、令和４年度がこれまで最高の相談件数だったのですけれども、それよ

りも若干多い数字となっております。 

 相談の年代を見ますと、これまでお話があったとおり、２０代、３０代の方が比較的多

くて、３４％ぐらいあります。これは、昨年度までは上昇傾向だったのですけれども、令

和４年度と比べると、高いところで横ばいになっているという状況です。 

 借入れに至った経緯ですけれども、亀井委員からもお話があったとおり、家計の問題、

あと収入減少という方がやはり多くいらっしゃる一方で、遊興費、交際費、物品購入の割

合が昨年度と比べて増えているような状況も見られております。 

 相談の結果、問題解決に当たって連携させていただく相談機関としましては、弁護士会

さんが２２％と、連携先としては一番多くなっております。こちらにつきましては、再生

事業の相談窓口に今年度から弁護士の先生に毎日来ていただいているということもありま

して、そういったことから、債務整理を伴う困難な問題について速やかに相談できる体制
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が整っているのかなと感じているところでございます。 

 あと、各委員からお話がありました、東京都社会福祉協議会で実施しております生活福

祉資金の特例貸付に絡む相談の状況でございます。昨年度、令和４年度は、相談件数のう

ち特例貸付を受けている方の割合が２４％であったところですけれども、令和５年度、こ

ちらは１１月までの数字ですけれども、この数字が１９％ということで若干減少傾向にあ

ります。 

 先ほど少し海老名委員からもお話があったところでございまして、特例貸付につきまし

ては返せない方については免除等が利用できますので、そういった免除等を利用した結果、

こちらの再生事業の相談窓口にはつながらなくなっている方もいらっしゃるかなと思うと

ころでございます。 

 状況については以上になります。 

○小菅部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、貸金業部会の委員の皆様にもお願いしたいと思います。 

 中村委員、よろしくお願いいたします。 

○中村委員 川の手市民の会について御報告いたします。 

 皆様の御報告を聞いていますと、今年５年度は増減ということなのですけれども、私た

ちの団体は令和４年度はすごく相談件数が多かったのですけれども、５年は減少傾向でし

た。 

 ただ、内容としてはやはり深刻なものが今もまだございまして、数年前に一度親族の方

が来られて、本人は来なくてそのまま相談終了になった案件ですけれども、その後、今年

度になって御本人が自死をされて、また親族の方が来るというような相談になりました。

その負債についての御相談でして、遺書の中ではヤミ金もあって死んで返すしかないと思

い詰めたのではないかということがうかがわれましたので、今も深刻な相談がありますの

で、今後も債務整理相談は重要だということを改めて認識して対応してまいりたいと団体

の一同が感じているところです。こちらの案件については継続対応していっております。 

 以上です。 

○小菅部会長 どうもありがとうございました。 

 長友様、よろしくお願いいたします。 

○長友様 警視庁の長友でございます。 

 私のほうから、警察という立場から皆様にお願いしたいと思います。 
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 皆様、相談ということでいろいろやっていただいて、本当にありがとうございます。特

に、我々は組織犯罪対策部の暴力団対策課というところでございますので、私ども、特殊

詐欺とかそういうのを扱うのですけれども、動機が、多重債務、借金をして返さなければ

いけないということで、今よくニュースに出ていますヤミバイトに手を出してしまう。相

談できるところに相談しないで、返さなければいけないといって、安易にヤミバイト、特

殊詐欺とか強盗に手を出して、そのグループに１回加担してしまったことによって逆にも

う抜けられなくなるのですよね。抜けようとしたら、警察に言うぞ、おまえの家も全部分

かっているぞということで、また新たな犯行をやらされる。しまいには、今度はだまして

振り込むための口座をつくらせる。口座をつくれということで、二重、三重に犯罪を犯し

てしまうという傾向がございます。 

 捕まえるのはもちろん当たり前なのですけれども、我々も捕まえる、プラス、そういっ

た人たちを生まないための対策を皆様もやっていただいておるのですけれども、我々も企

業とか行政のところでいろいろ講演したりします。中身は多重債務とずれるかもしれませ

んけれども、必ず言うのは相談なのです。自分で抱え込まないで相談してくださいと言っ

ております。 

 令和４年２月から、我々も小学校から高校、大学、専門学校、そういったところに行っ

て若者を犯罪集団から守るための教育ということで、東京三弁護士会の先生たちと一緒に

授業をやっております。そこでも言うことは、必ず相談しなさいと。一人で考えて判断で

きるのであればいいのですけれども、間違った判断で行ってしまうと犯罪に手を染めてし

まうと言っておりますので、今後も相談というのは本当に一番の、我々も毎回どこでも言

っている言葉なのですけれども、何とか犯罪を犯す者を生まないために、今後ともそうい

った活動をしっかりやっていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

○小菅部会長 どうもありがとうございます。 

 西尾委員、よろしくお願いいたします。 

○西尾委員 私は悪質事業者に対する指導や処分を行っている部署におりまして、御紹介

するのは、昨年度、令和５年３月に処分した事業者についてなのですが、マルチ商法の事

業者でして、若者をターゲットにしておりました。若者は契約金がないものですから、お

金がないと言って断るのですけれども、借金をすればいいだろうと言って、スマホを出さ

せて、スマホに貸金業者さんのアプリを入れさせまして、隣で見ながら、本当は大学生で
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収入はないのですけれども、正社員で３００万円の収入があると書かせるということをや

っておりました。 

 そういうふうに悪い業者が借金をさせて契約させるという事例がありますので、先ほど

お話にもありましたように、若者の借金については事業者さんのほうで本当に注意をして

いただければありがたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○小菅部会長 皆様、どうもありがとうございました。 

 ただいまの皆様からの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、御発

言をお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、最後に次第４、その他になりますが、その他、関連して何かございましたら

御報告をお願いいたします。よろしいですか。 

 貸金業部会のほうから何かございますでしょうか。 

○福田部会長 大丈夫です。 

○小菅部会長 それでは、以上をもちまして、本日予定しておりました議事は全て終了い

たしましたが、全体を通しまして何か御意見、御質問等はございますでしょうか。特によ

ろしいですか。 

 それでは、最後に、事務局のほうから連絡事項がございます。 

○髙村委員 次回の会議日程になりますが、多分来年度になるかと思いますが、改めて御

連絡をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○小菅部会長 それでは、本日は、皆様からそれぞれの御所属における相談の状況や取組

についての直近の状況など、大変貴重な御報告をいただきまして、有意義な情報交換の機

会となりました。深く感謝申し上げます。 

 引き続き、皆様と緊密に連携を取らせていただきまして、多重債務問題の解決に取り組

んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、令和５年度相談部会・貸金業部会の合同会議を閉会いた

します。皆様、本日はどうもありがとうございました。 

午前１１時２６分閉会 


